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ID: 166   
担当部署: 健康福祉部 こども支援課  

処分の概要 児童手当の受給資格、額の認定 

法 令 名 

根 拠 条 項 
児童手当法 第7条第1項及び第2項 

法 令 番 号 昭和46年法律第73号 

【基準】 

 法第7条第1項及び第2項の規定による。 

(支給要件) 

第4条 児童手当は、次の各号のいずれかに該当する者に支給する。 

(1) 次のイ又はロに掲げる児童(以下「支給要件児童」という。)を監護し、かつ、これと

生計を同じくするその父又は母(当該支給要件児童に係る未成年後見人があるときは、そ

の未成年後見人とする。以下この項において「父母等」という。)であつて、日本国内に

住所(未成年後見人が法人である場合にあつては、主たる事務所の所在地とする。)を有す

るもの 

イ 15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童(施設入所等児童を除く。

以下この章及び附則第2条第2項において「中学校修了前の児童」という。) 

ロ 中学校修了前の児童を含む2人以上の児童(施設入所等児童を除く。) 

(2) 日本国内に住所を有しない父母等がその生計を維持している支給要件児童と同居し、

これを監護し、かつ、これと生計を同じくする者(当該支給要件児童と同居することが困

難であると認められる場合にあつては、当該支給要件児童を監護し、かつ、これと生計を

同じくする者とする。)のうち、当該支給要件児童の生計を維持している父母等が指定す

る者であつて、日本国内に住所を有するもの(当該支給要件児童の父母等を除く。以下「父

母指定者」という。) 

(3) 父母等又は父母指定者のいずれにも監護されず又はこれらと生計を同じくしない支

給要件児童を監護し、かつ、その生計を維持する者であつて、日本国内に住所を有するも

の 

(4) 15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある施設入所等児童(以下「中学校修

了前の施設入所等児童」という。)が委託されている小規模住居型児童養育事業を行う者

若しくは里親又は中学校修了前の施設入所等児童が入所若しくは入院をしている障害児

入所施設、指定発達支援医療機関、乳児院等、障害者支援施設、のぞみの園、救護施設、

更生施設、日常生活支援住居施設若しくは婦人保護施設(以下「障害児入所施設等」とい

う。)の設置者 

2 前項第1号の場合において、児童を監護し、かつ、これと生計を同じくするその未成年後見

人が数人あるときは、当該児童は、当該未成年後見人のうちいずれか当該児童の生計を維持

する程度の高い者によつて監護され、かつ、これと生計を同じくするものとみなす。 

3 第1項第1号又は第2号の場合において、父及び母、未成年後見人並びに父母指定者のうちい

ずれか2以上の者が当該父及び母の子である児童を監護し、かつ、これと生計を同じくする

ときは、当該児童は、当該父若しくは母、未成年後見人又は父母指定者のうちいずれか当該

児童の生計を維持する程度の高い者によつて監護され、かつ、これと生計を同じくするもの

とみなす。 

4 前2項の規定にかかわらず、児童を監護し、かつ、これと生計を同じくするその父若しくは

母、未成年後見人又は父母指定者のうちいずれか1の者が当該児童と同居している場合(当
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該いずれか1の者が当該児童を監護し、かつ、これと生計を同じくするその他の父若しくは

母、未成年後見人又は父母指定者と生計を同じくしない場合に限る。)は、当該児童は、当

該同居している父若しくは母、未成年後見人又は父母指定者によつて監護され、かつ、これ

と生計を同じくするものとみなす。 

 

第5条 児童手当(施設入所等児童に係る部分を除く。)は、前条第1項第1号から第3号までのい

ずれかに該当する者の前年の所得(1月から5月までの月分の児童手当については、前々年の

所得とする。)が、その者の所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する同一生計配偶者及び

扶養親族(施設入所等児童を除く。以下「扶養親族等」という。)並びに同項第1号から第3号

までのいずれかに該当する者の扶養親族等でない児童で同項第1号から第3号までのいずれ

かに該当する者が前年の12月31日において生計を維持したものの有無及び数に応じて、政

令で定める額以上であるときは、支給しない。ただし、同項第1号に該当する者が未成年後

見人であり、かつ、法人であるときは、この限りでない。 

2 前項に規定する所得の範囲及びその額の計算方法は、政令で定める。 

(認定) 

第7条 児童手当の支給要件に該当する者(第4条第1項第1号から第3号までに係るものに限

る。以下「一般受給資格者」という。)は、児童手当の支給を受けようとするときは、その

受給資格及び児童手当の額について、内閣府令で定めるところにより、住所地(一般受給資

格者が未成年後見人であり、かつ、法人である場合にあつては、主たる事務所の所在地とす

る。)の市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)の認定を受けなければならない。 

2 児童手当の支給要件に該当する者(第4条第1項第4号に係るものに限る。以下「施設等受給

資格者」という。)は、児童手当の支給を受けようとするときは、その受給資格及び児童手

当の額について、内閣府令で定めるところにより、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該

各号に定める者の認定を受けなければならない。 

(1) 小規模住居型児童養育事業を行う者 当該小規模住居型児童養育事業を行う住居の

所在地の市町村長 

(2) 里親 当該里親の住所地の市町村長 

(3) 障害児入所施設等の設置者 当該障害児入所施設等の所在地の市町村長 

3 前2項の認定を受けた者が、他の市町村(特別区を含む。以下同じ。)の区域内に住所(一般

受給資格者が未成年後見人であり、かつ、法人である場合にあつては主たる事務所の所在地

とし、施設等受給資格者が小規模住居型児童養育事業を行う者である場合にあつては当該

小規模住居型児童養育事業を行う住居の所在地とし、障害児入所施設等の設置者である場

合にあつては当該障害児入所施設等の所在地とする。次条第3項において同じ。)を変更した

場合において、その変更後の期間に係る児童手当の支給を受けようとするときも、前2項と

同様とする。 

 

標準処理期間 30日 

備考  

 

 

設 定 年 月 日 令和 4 年 4 月 1 日 最終変更年月日  年  月  日 
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ID: 167   
担当部署: 健康福祉部 こども支援課  

処分の概要 児童手当の増額改定 

法 令 名 

根 拠 条 項 
児童手当法 第9条第1項 

法 令 番 号 昭和46年法律第73号 

【基準】 

 法第9条の規定による。 

 (児童手当の額の改定) 

第9条 児童手当の支給を受けている者につき、児童手当の額が増額することとなるに至つた

場合における児童手当の額の改定は、その者がその改定後の額につき認定の請求をした日

の属する月の翌月から行う。 

2 前条第3項の規定は、前項の改定について準用する。 

3 児童手当の支給を受けている者につき、児童手当の額が減額することとなるに至つた場合

における児童手当の額の改定は、その事由が生じた日の属する月の翌月から行う。 

 

標準処理期間 30日 

備考  

 

 

設 定 年 月 日 令和 4 年 4 月 1 日 最終変更年月日  年  月  日 
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ID:　368　  
担当部署:　健康福祉部 こども支援課　 

 

処分の概要 未熟児に対する養育医療の給付の決定

 法 令 名 

根 拠 条 項
母子保健法　第20条第1項

 
法 令 番 号 昭和40年法律第141号

 【基準】 

　法第20条の規定による。 

　(養育医療) 

第20条　市町村は、養育のため病院又は診療所に入院することを必要とする未熟児に対し、そ

の養育に必要な医療(以下「養育医療」という。)の給付を行い、又はこれに代えて養育医療

に要する費用を支給することができる。 

2　前項の規定による費用の支給は、養育医療の給付が困難であると認められる場合に限り、

行なうことができる。 

3　養育医療の給付の範囲は、次のとおりとする。 

(1)　診察 

(2)　薬剤又は治療材料の支給 

(3)　医学的処置、手術及びその他の治療 

(4)　病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護 

(5)　移送 

4　養育医療の給付は、都道府県知事が次項の規定により指定する病院若しくは診療所又は薬

局(以下「指定養育医療機関」という。)に委託して行うものとする。 

5　都道府県知事は、病院若しくは診療所又は薬局の開設者の同意を得て、第1項の規定による

養育医療を担当させる機関を指定する。 

6　第1項の規定により支給する費用の額は、次項の規定により準用する児童福祉法第19条の

12の規定により指定養育医療機関が請求することができる診療報酬の例により算定した額

のうち、本人及びその扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)に定める扶養義務者をいう。

第21条の4第1項において同じ。)が負担することができないと認められる額とする。 

7　児童福祉法第19条の12、第19条の20及び第21条の3の規定は養育医療の給付について、同法

第20条第7項及び第8項並びに第21条の規定は指定養育医療機関について、それぞれ準用す

る。この場合において、同法第19条の12中「診療方針」とあるのは「診療方針及び診療報酬」

と、同条第2項中「厚生労働大臣」とあるのは、「内閣総理大臣」と、同法第19条の20(第2項

を除く。)中「小児慢性特定疾病医療費の」とあるのは「診療報酬の」と、同条第1項中「第

19条の3第10項」とあるのは「母子保健法第20条第7項において読み替えて準用する第19条の

12」と、同条第4項中「都道府県」とあるのは「市町村」と、「厚生労働省令」とあるのは、

「内閣府令」と、同法第21条の3第2項中「都道府県の」とあるのは「市町村の」と読み替え

るものとする。 

 
標準処理期間 30日

 備考
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 設 定 年 月 日 令和 4 年 4 月 1 日 最終変更年月日 令和 6 年 4 月 1 日
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ID: 520   
担当部署: 健康福祉部 こども支援課  

処分の概要 児童扶養手当の受給資格認定 

法 令 名 

根 拠 条 項 
児童扶養手当法 第6条第1項 

法 令 番 号 昭和36年法律第238号 

【基準】 

 法第6条第1項の規定による。 

 (支給要件) 

第4条 都道府県知事、市長(特別区の区長を含む。以下同じ。)及び福祉事務所(社会福祉法(昭

和26年法律第45号)に定める福祉に関する事務所をいう。以下同じ。)を管理する町村長(以

下「都道府県知事等」という。)は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各

号に定める者に対し、児童扶養手当(以下「手当」という。)を支給する。 

(1) 次のイからホまでのいずれかに該当する児童の母が当該児童を監護する場合 当該

母 

イ 父母が婚姻を解消した児童 

ロ 父が死亡した児童 

ハ 父が政令で定める程度の障害の状態にある児童 

ニ 父の生死が明らかでない児童 

ホ その他イからニまでに準ずる状態にある児童で政令で定めるもの 

(2) 次のイからホまでのいずれかに該当する児童の父が当該児童を監護し、かつ、これと

生計を同じくする場合 当該父 

イ 父母が婚姻を解消した児童 

ロ 母が死亡した児童 

ハ 母が前号ハの政令で定める程度の障害の状態にある児童 

ニ 母の生死が明らかでない児童 

ホ その他イからニまでに準ずる状態にある児童で政令で定めるもの 

(3) 第1号イからホまでのいずれかに該当する児童を母が監護しない場合若しくは同号イ

からホまでのいずれかに該当する児童(同号ロに該当するものを除く。)の母がない場合

であつて、当該母以外の者が当該児童を養育する(児童と同居して、これを監護し、かつ、

その生計を維持することをいう。以下同じ。)とき、前号イからホまでのいずれかに該当

する児童を父が監護しないか、若しくはこれと生計を同じくしない場合(父がない場合を

除く。)若しくは同号イからホまでのいずれかに該当する児童(同号ロに該当するものを

除く。)の父がない場合であつて、当該父以外の者が当該児童を養育するとき、又は父母

がない場合であつて、当該父母以外の者が当該児童を養育するとき 当該養育者 

2 前項の規定にかかわらず、手当は、母又は養育者に対する手当にあつては児童が第1号から

第4号までのいずれかに該当するとき、父に対する手当にあつては児童が第1号、第2号、第

5号又は第6号のいずれかに該当するときは、当該児童については、支給しない。 

(1) 日本国内に住所を有しないとき。 

(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4に規定する里親に委託されているとき。 

(3) 父と生計を同じくしているとき。ただし、その者が前項第1号ハに規定する政令で定め

る程度の障害の状態にあるときを除く。 

(4) 母の配偶者(前項第1号ハに規定する政令で定める程度の障害の状態にある父を除
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く。)に養育されているとき。 

(5) 母と生計を同じくしているとき。ただし、その者が前項第1号ハに規定する政令で定め

る程度の障害の状態にあるときを除く。 

(6) 父の配偶者(前項第1号ハに規定する政令で定める程度の障害の状態にある母を除

く。)に養育されているとき。 

3 第1項の規定にかかわらず、手当は、母に対する手当にあつては当該母が、父に対する手当

にあつては当該父が、養育者に対する手当にあつては当該養育者が、日本国内に住所を有し

ないときは、支給しない。 

 (支給の調整) 

第4条の2 同一の児童について、父及び母のいずれもが手当の支給要件に該当するとき、又は

父及び養育者のいずれもが手当の支給要件に該当するときは、当該父に対する手当は、当該

児童については、支給しない。 

2 同一の児童について、母及び養育者のいずれもが手当の支給要件に該当するときは、当該

養育者に対する手当は、当該児童については、支給しない。 

(認定) 

第6条 手当の支給要件に該当する者(以下「受給資格者」という。)は、手当の支給を受けよ

うとするときは、その受給資格及び手当の額について、都道府県知事等の認定を受けなけれ

ばならない。 

2 前項の認定を受けた者が、手当の支給要件に該当しなくなつた後再びその要件に該当する

に至つた場合において、その該当するに至つた後の期間に係る手当の支給を受けようとす

るときも、同項と同様とする。 

 

標準処理期間 30日 

備考  

 

 

設 定 年 月 日 令和 4 年 4 月 1 日 最終変更年月日  年  月  日 
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ID: 1125   
担当部署: 健康福祉部 こども支援課  

処分の概要 児童扶養手当の増額改定 

法 令 名 

根 拠 条 項 
児童扶養手当法 第8条第1項 

法 令 番 号 昭和36年法律第238号 

【基準】 

 法第8条の規定による。 

 (手当の額の改定時期) 

第8条 手当の支給を受けている者につき、新たに監護等児童があるに至つた場合における手

当の額の改定は、その者がその改定後の額につき認定の請求をした日の属する月の翌月か

ら行う。 

2 前条第2項の規定は、前項の改定について準用する。 

3 手当の支給を受けている者につき、監護等児童の数が減じた場合における手当の額の改定

は、その減じた日の属する月の翌月から行う。 

 

標準処理期間 20日 

備考  

 

 

設 定 年 月 日 令和 4 年 4 月 1 日 最終変更年月日  年  月  日 
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ID: 1575   
担当部署: 健康福祉部 こども支援課  

処分の概要 受給資格及び手当額の認定(住所変更後の認定を含む。) 

法 令 名 

根 拠 条 項 
平成22年度等における子ども手当の支給に関する法律 第6条 

法 令 番 号 平成22年法律第19号 

【基準】 

 法第4条及び第6条の規定による。 

 (支給要件) 

第4条 子ども手当は、次の各号のいずれかに該当する者が日本国内に住所を有するときに支

給する。 

(1) 子どもを監護し、かつ、これと生計を同じくするその父又は母 

(2) 父母に監護されず又はこれと生計を同じくしない子どもを監護し、かつ、その生計を

維持する者 

(3) 子どもを監護し、かつ、これと生計を同じくするその父又は母であって、父母に監護

されず又はこれと生計を同じくしない子どもを監護し、かつ、その生計を維持するもの 

2 前項第1号又は第3号の場合において、父及び母が共に当該父及び母の子である子どもを監

護し、かつ、これと生計を同じくするときは、当該子どもは、当該父又は母のうちいずれか

当該子どもの生計を維持する程度の高い者によって監護され、かつ、これと生計を同じくす

るものとみなす。 

 (認定) 

第6条 受給資格者は、子ども手当の支給を受けようとするときは、その受給資格及び子ども

手当の額について、住所地の市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)の認定を受けなけ

ればならない。 

2 前項の認定を受けた者が、他の市町村(特別区を含む。以下同じ。)の区域内に住所を変更

した場合において、その変更後の期間に係る子ども手当の支給を受けようとするときも、同

項と同様とする。 

 

参照 平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成23年法律第107号) 

標準処理期間 30日 

備考  

 

 

設 定 年 月 日 令和 4 年 4 月 1 日 最終変更年月日  年  月  日 
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ID: 1580   
担当部署: 健康福祉部 こども支援課  

処分の概要 子ども手当の増額の改定 

法 令 名 

根 拠 条 項 
平成22年度等における子ども手当の支給に関する法律 第8条第1項 

法 令 番 号 平成22年法律第19号 

【基準】 

 法第8条の規定による。 

 (子ども手当の額の改定) 

第8条 子ども手当の支給を受けている者につき、子ども手当の額が増額することとなるに至

った場合における子ども手当の額の改定は、その者がその改定後の額につき認定の請求を

した日の属する月の翌月から行う。 

2 前条第3項の規定は、前項の改定について準用する。 

3 子ども手当の支給を受けている者につき、子ども手当の額が減額することとなるに至った

場合における子ども手当の額の改定は、その事由が生じた日の属する月の翌月から行う。 

 

参照 平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成23年法律第107号) 

標準処理期間 30日 

備考  

 

 

設 定 年 月 日 令和 4 年 4 月 1 日 最終変更年月日  年  月  日 
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ID:　1678　  
担当部署:　健康福祉部 こども支援課　 

 

処分の概要 母子家庭自立支援給付金の支給

 法 令 名 

根 拠 条 項
母子及び父子並びに寡婦福祉法　第31条

 
法 令 番 号 昭和39年法律第129号

 【基準】 

　法第31条及び政令第27条から第29条までの規定による。 

　(母子家庭自立支援給付金) 

第31条　都道府県等は、配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものの雇用の安定及び

就職の促進を図るため、政令で定めるところにより、配偶者のない女子で現に児童を扶養し

ているもの又は事業主に対し、次に掲げる給付金(以下「母子家庭自立支援給付金」という。)

を支給することができる。 

(1)　配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものが、内閣府令で定める教育訓練を受

け、当該教育訓練を修了した場合に、その者に支給する給付金(以下「母子家庭自立支援

教育訓練給付金」という。) 

(2)　配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものが、安定した職業に就くことを容易

にするため必要な資格として内閣府令で定めるものを取得するため養成機関において修

業する場合に、その修業と生活との両立を支援するためその者に支給する給付金(以下

「母子家庭高等職業訓練促進給付金」という。) 

(3)　前2号に掲げる給付金以外の給付金であつて、政令で定めるもの 

 

(母子家庭自立支援教育訓練給付金) 

第27条　法第31条第1号に規定する母子家庭自立支援教育訓練給付金(以下単に「母子家庭自

立支援教育訓練給付金」という。)は、配偶者のない女子で現に児童を扶養しているもので

あつて、前年(1月から7月までに母子家庭自立支援教育訓練給付金の支給の請求をする場合

にあつては、前々年とする。以下この項において同じ。)の所得が、その者の扶養親族及び

その者の扶養親族でない児童でその者が前年の12月31日において生計を維持したものの有

無及び数に応じて、児童扶養手当法施行令第2条の4第2項の表の第2欄に定める額未満であ

るもの(以下この項及び第3項において「受給資格者」という。)が、雇用の安定及び就職の

促進を図るために必要な職業に関する教育訓練を受け、当該教育訓練を修了した場合に、当

該受給資格者に対し支給するものとする。 

2　前項に規定する所得の範囲及びその額の計算方法については、児童扶養手当法施行令第3

条第1項並びに第4条第1項及び第2項の規定の例による。 

3　母子家庭自立支援教育訓練給付金の額は、次の各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当

該各号に定める額とする。 

(1)　雇用保険法(昭和49年法律第116号)の規定による教育訓練給付金(次号及び第3号にお

いて「教育訓練給付金」という。)の支給を受けることができない受給資格者(次号に掲げ

る者を除く。)　当該受給資格者が第1項に規定する教育訓練の受講のために支払つた費

用(入学料及び授業料に限る。)の額に100分の60を乗じて得た額(その額が20万円を超え

るときは、20万円) 

(2)　教育訓練給付金の支給を受けることができない受給資格者(職業に必要な実践的かつ

専門的なものとして法第8条第1項に規定する都道府県知事等が指定する教育訓練(以下
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 この号及び次号において「指定教育訓練」という。)を受ける者に限る。)　当該受給資格

者が当該指定教育訓練の受講のために支払つた費用(入学料及び授業料に限る。)の額に

100分の60を乗じて得た額(その額が160万円を超えるときは、160万円) 

(3)　教育訓練給付金の支給を受けることができる受給資格者　第1号(指定教育訓練を受

ける者であるときは、前号)に定める額から雇用保険法第60条の2第4項の規定により当該

受給資格者が支給を受けることができる教育訓練給付金の額を差し引いた額 

4　第1項及び前項の規定にかかわらず、同項の規定により母子家庭自立支援教育訓練給付金

の額として算定された額が1万2000円を超えないときは、母子家庭自立支援教育訓練給付金

は、支給しない。 

 (母子家庭高等職業訓練促進給付金) 

第28条　法第31条第2号に規定する母子家庭高等職業訓練促進給付金(以下単に「母子家庭高

等職業訓練促進給付金」という。)は、配偶者のない女子で現に児童を扶養しているもので

あつて、前年(1月から7月までに当該母子家庭高等職業訓練促進給付金の支給の請求をする

場合にあつては、前々年とする。以下この項において同じ。)の所得が、その者の扶養親族

及びその者の扶養親族でない児童でその者が前年の12月31日において生計を維持したもの

の有無及び数に応じて、児童扶養手当法施行令第2条の4第2項の表の第2欄に定める額未満

であるもの(以下この条において「受給資格者」という。)が、就職を容易にするために必要

な資格を取得するため養成機関において1年以上修業する場合に、当該受給資格者に対し支

給するものとする。 

2　前項に規定する所得の範囲及びその額の計算方法については、児童扶養手当法施行令第3

条第1項並びに第4条第1項及び第2項の規定の例による。 

3　母子家庭高等職業訓練促進給付金の額は、次の各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当

該各号に定める額とする。 

(1)　受給資格者及び当該受給資格者と同一の世帯に属する者が母子家庭高等職業訓練促

進給付金の支給の請求をする月の属する年度(4月から7月までに当該母子家庭高等職業

訓練促進給付金の支給の請求をする場合にあつては、前年度)分の地方税法(昭和25年法

律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法

第328条の規定によつて課する所得割を除く。次条第4項第1号において同じ。)が課されな

い者(市町村(特別区を含む。)の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された

者及び法第31条に規定する母子家庭自立支援給付金に係る所得がないものとした場合に

当該市町村民税が課されないこととなる者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日

において地方税法の施行地に住所を有しない者を除く。次条第4項第1号において同じ。)　

月額10万円(第1項の養成機関における課程の修了までの期間の最後の12月については、

月額14万円) 

(2)　前号に掲げる者以外の者　月額7万500円(第1項の養成機関における課程の修了まで

の期間の最後の12月については、月額11万500円) 

4　母子家庭高等職業訓練促進給付金の支給期間は、受給資格者が第1項の養成機関において

修業する期間に相当する期間(その期間が48月を超えるときは、48月)を超えない期間とす

る。 

　(母子家庭高等職業訓練修了支援給付金) 

第29条　法第31条第3号に規定する政令で定める給付金は、母子家庭高等職業訓練修了支援給

付金とする。 

2　母子家庭高等職業訓練修了支援給付金は、次の各号のいずれにも該当する者(第4項におい

て「受給資格者」という。)に対し支給するものとする。 

(1)　前条第1項の養成機関において1年以上の課程を修了した者(次号及び第3号において

「養成課程修了者」という。)であつて、当該養成機関における修業を開始した日(次号に
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 おいて「修業開始日」という。)及び当該養成機関における課程を修了した日(第3号及び

第4項第1号において「修了日」という。)において、配偶者のない女子で現に児童を扶養

しているもの 

(2)　養成課程修了者の修業開始日の属する年の前年(修業開始日の属する月が1月から7月

までの場合にあつては、前々年とする。以下この号において同じ。)の所得が、その者の

扶養親族及びその者の扶養親族でない児童でその者が修業開始日の属する年の前年の12

月31日において生計を維持したものの有無及び数に応じて、児童扶養手当法施行令第2条

の4第2項の表の第2欄に定める額未満であるもの 

(3)　養成課程修了者の修了日の属する年の前年(修了日の属する月が1月から7月までの場

合にあつては、前々年とする。以下この号において同じ。)の所得が、その者の扶養親族

及びその者の扶養親族でない児童でその者が修了日の属する年の前年の12月31日におい

て生計を維持したものの有無及び数に応じて、児童扶養手当法施行令第2条の4第2項の表

の第2欄に定める額未満であるもの 

3　前項第2号及び第3号に規定する所得の範囲及びその額の計算方法については、前条第2項

の規定を準用する。 

4　母子家庭高等職業訓練修了支援給付金の額は、次の各号に掲げる受給資格者の区分に応

じ、当該各号に定める額とする。 

(1)　受給資格者及び当該受給資格者と同一の世帯に属する者が修了日の属する年度(修了

日の属する月が4月から7月までの場合にあつては、前年度)分の地方税法の規定による市

町村民税が課されない者　5万円 

(2)　前号に掲げる者以外の者　2万5000円 

 
標準処理期間 30日

 備考

  

 設 定 年 月 日 令和 4 年 4 月 1 日 最終変更年月日 令和 6 年 4 月 1 日
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ID:　1681　  
担当部署:　健康福祉部 こども支援課　 

 

処分の概要 父子家庭自立支援給付金の支給

 法 令 名 

根 拠 条 項
母子及び父子並びに寡婦福祉法　第31条の10において準用する第31条

 
法 令 番 号 昭和39年法律第129号

 【基準】 

準用する法第31条及び法第31条の10の規定による。 

　(母子家庭自立支援給付金) 

第31条　都道府県等は、配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものの雇用の安定及び

就職の促進を図るため、政令で定めるところにより、配偶者のない女子で現に児童を扶養し

ているもの又は事業主に対し、次に掲げる給付金(以下「母子家庭自立支援給付金」という。)

を支給することができる。 

(1)　配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものが、内閣府令で定める教育訓練を受

け、当該教育訓練を修了した場合に、その者に支給する給付金(以下「母子家庭自立支援

教育訓練給付金」という。) 

(2)　配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものが、安定した職業に就くことを容易

にするため必要な資格として内閣府令で定めるものを取得するため養成機関において修

業する場合に、その修業と生活との両立を支援するためその者に支給する給付金(以下

「母子家庭高等職業訓練促進給付金」という。) 

(3)　前2号に掲げる給付金以外の給付金であつて、政令で定めるもの 

　(父子家庭自立支援給付金) 

第31条の10　第31条から第31条の4までの規定は、配偶者のない男子で現に児童を扶養してい

るものについて準用する。この場合において、第31条中「母子家庭自立支援給付金」とある

のは「父子家庭自立支援給付金」と、同条第1号中「母子家庭自立支援教育訓練給付金」と

あるのは「父子家庭自立支援教育訓練給付金」と、同条第2号中「母子家庭高等職業訓練促

進給付金」とあるのは「父子家庭高等職業訓練促進給付金」と、第31条の2中「母子家庭自

立支援給付金」とあるのは「父子家庭自立支援給付金」と、第31条の3及び第31条の4中「母

子家庭自立支援教育訓練給付金又は母子家庭高等職業訓練促進給付金」とあるのは「父子家

庭自立支援教育訓練給付金又は父子家庭高等職業訓練促進給付金」と読み替えるものとす

る。 

 
標準処理期間 30日

 備考

  

 設 定 年 月 日 令和 4 年 4 月 1 日 最終変更年月日 令和 6 年 4 月 1 日
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ID: 1708   
担当部署: 健康福祉部 こども支援課  

処分の概要 公私連携法人の指定 

法 令 名 

根 拠 条 項 

就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 第

34条第1項 

法 令 番 号 平成18年法律第77号 

【基準】 

 法第34条第1項の規定による。 

 (公私連携幼保連携型認定こども園に関する特例) 

第34条 市町村長(特別区の区長を含む。以下この条において同じ。)は、当該市町村における

保育の実施に対する需要の状況等に照らし適当であると認めるときは、公私連携幼保連携

型認定こども園(次項に規定する協定に基づき、当該市町村から必要な設備の貸付け、譲渡

その他の協力を得て、当該市町村との連携の下に教育及び保育等を行う幼保連携型認定こ

ども園をいう。以下この条において同じ。)の運営を継続的かつ安定的に行うことができる

能力を有するものであると認められるもの(学校法人又は社会福祉法人に限る。)を、その申

請により、公私連携幼保連携型認定こども園の設置及び運営を目的とする法人(以下この条

において「公私連携法人」という。)として指定することができる。 

 

標準処理期間 30日 

備考  

 

 

設 定 年 月 日 令和 4 年 4 月 1 日 最終変更年月日  年  月  日 
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ID:　1724　  
担当部署:　健康福祉部 こども支援課　 

 

処分の概要 家庭的保育事業等の認可

 法 令 名 

根 拠 条 項
児童福祉法　第34条の15第2項

 
法 令 番 号 昭和22年法律第164号

 【基準】 

　法第34条の15の規定による。 

第34条の15　市町村は、家庭的保育事業等を行うことができる。 

2　国、都道府県及び市町村以外の者は、内閣府令の定めるところにより、市町村長の認可を

得て、家庭的保育事業等を行うことができる。 

3　市町村長は、家庭的保育事業等に関する前項の認可の申請があつたときは、次条第1項の条

例で定める基準に適合するかどうかを審査するほか、次に掲げる基準(当該認可の申請をし

た者が社会福祉法人又は学校法人である場合にあつては、第4号に掲げる基準に限る。)によ

つて、その申請を審査しなければならない。 

(1)　当該家庭的保育事業等を行うために必要な経済的基礎があること。 

(2)　当該家庭的保育事業等を行う者(その者が法人である場合にあつては、経営担当役員

(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。第35条第5項第2号

において同じ。)とする。)が社会的信望を有すること。 

(3)　実務を担当する幹部職員が社会福祉事業に関する知識又は経験を有すること。 

(4)　次のいずれにも該当しないこと。 

イ　申請者が、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがな

くなるまでの者であるとき。 

ロ　申請者が、この法律その他国民の福祉に関する法律で政令で定めるものの規定によ

り罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者

であるとき。 

ハ　申請者が、労働に関する法律の規定であつて政令で定めるものにより罰金の刑に処

せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。 

ニ　申請者が、第58条第2項の規定により認可を取り消され、その取消しの日から起算し

て5年を経過しない者(当該認可を取り消された者が法人である場合においては、当該

取消しの処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があつた日前60日以内に当該

法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談

役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する

社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認めら

れる者を含む。ホにおいて同じ。)又はその事業を管理する者その他の政令で定める使

用人(以下この号及び第35条第5項第4号において「役員等」という。)であつた者で当該

取消しの日から起算して5年を経過しないものを含み、当該認可を取り消された者が法

人でない場合においては、当該通知があつた日前60日以内に当該事業を行う者の管理

者であつた者で当該取消しの日から起算して5年を経過しないものを含む。)であると

き。ただし、当該認可の取消しが、家庭的保育事業等の認可の取消しのうち当該認可の

取消しの処分の理由となつた事実及び当該事実の発生を防止するための当該家庭的保

育事業等を行う者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実

に関して当該家庭的保育事業等を行う者が有していた責任の程度を考慮して、ニ本文
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 に規定する認可の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるもの

として内閣府令で定めるものに該当する場合を除く。 

ホ　申請者と密接な関係を有する者(申請者(法人に限る。以下ホにおいて同じ。)の役員

に占めるその役員の割合が2分の1を超え、若しくは当該申請者の株式の所有その他の

事由を通じて当該申請者の事業を実質的に支配し、若しくはその事業に重要な影響を

与える関係にある者として内閣府令で定めるもの(以下ホにおいて「申請者の親会社

等」という。)、申請者の親会社等の役員と同一の者がその役員に占める割合が2分の1

を超え、若しくは申請者の親会社等が株式の所有その他の事由を通じてその事業を実

質的に支配し、若しくはその事業に重要な影響を与える関係にある者として内閣府令

で定めるもの又は当該申請者の役員と同一の者がその役員に占める割合が2分の1を超

え、若しくは当該申請者が株式の所有その他の事由を通じてその事業を実質的に支配

し、若しくはその事業に重要な影響を与える関係にある者として内閣府令で定めるも

ののうち、当該申請者と内閣府令で定める密接な関係を有する法人をいう。第35条第5

項第4号ホにおいて同じ。)が、第58条第2項の規定により認可を取り消され、その取消

しの日から起算して5年を経過していないとき。ただし、当該認可の取消しが、家庭的

保育事業等の認可の取消しのうち当該認可の取消しの処分の理由となつた事実及び当

該事実の発生を防止するための当該家庭的保育事業等を行う者による業務管理体制の

整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該家庭的保育事業等を行う者

が有していた責任の程度を考慮して、ホ本文に規定する認可の取消しに該当しないこ

ととすることが相当であると認められるものとして内閣府令で定めるものに該当する

場合を除く。 

ヘ　申請者が、第58条第2項の規定による認可の取消しの処分に係る行政手続法第15条の

規定による通知があつた日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日

までの間に第7項の規定による事業の廃止をした者(当該廃止について相当の理由があ

る者を除く。)で、当該事業の廃止の承認の日から起算して5年を経過しないものである

とき。 

ト　申請者が、第34条の17第1項の規定による検査が行われた日から聴聞決定予定日(当

該検査の結果に基づき第58条第2項の規定による認可の取消しの処分に係る聴聞を行

うか否かの決定をすることが見込まれる日として内閣府令で定めるところにより市町

村長が当該申請者に当該検査が行われた日から10日以内に特定の日を通知した場合に

おける当該特定の日をいう。)までの間に第7項の規定による事業の廃止をした者(当該

廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該事業の廃止の承認の日から起算し

て5年を経過しないものであるとき。 

チ　ヘに規定する期間内に第7項の規定による事業の廃止の承認の申請があつた場合に

おいて、申請者が、ヘの通知の日前60日以内に当該申請に係る法人(当該事業の廃止に

ついて相当の理由がある法人を除く。)の役員等又は当該申請に係る法人でない事業を

行う者(当該事業の廃止について相当の理由があるものを除く。)の管理者であつた者

で、当該事業の廃止の承認の日から起算して5年を経過しないものであるとき。 

リ　申請者が、認可の申請前5年以内に保育に関し不正又は著しく不当な行為をした者で

あるとき。 

ヌ　申請者が、法人で、その役員等のうちにイからニまで又はヘからリまでのいずれかに

該当する者のあるものであるとき。 

ル　申請者が、法人でない者で、その管理者がイからニまで又はヘからリまでのいずれか

に該当する者であるとき。 

4　市町村長は、第2項の認可をしようとするときは、あらかじめ、市町村児童福祉審議会を設

置している場合にあつてはその意見を、その他の場合にあつては児童の保護者その他児童



十和田市　法適用申請に対する処分個票

3

 福祉に係る当事者の意見を聴かなければならない。 

5　市町村長は、第3項に基づく審査の結果、その申請が次条第1項の条例で定める基準に適合

しており、かつ、その事業を行う者が第3項各号に掲げる基準(その者が社会福祉法人又は学

校法人である場合にあつては、同項第4号に掲げる基準に限る。)に該当すると認めるとき

は、第2項の認可をするものとする。ただし、市町村長は、当該申請に係る家庭的保育事業

等の所在地を含む教育・保育提供区域(子ども・子育て支援法第61条第2項第1号の規定によ

り当該市町村が定める教育・保育提供区域とする。以下この項において同じ。)における特

定地域型保育事業所(同法第29条第3項第1号に規定する特定地域型保育事業所をいい、事業

所内保育事業における同法第43条第1項に規定する労働者等の監護する小学校就学前子ど

もに係る部分を除く。以下この項において同じ。)の利用定員の総数(同法第19条第3号に掲

げる小学校就学前子どもの区分に係るものに限る。)が、同法第61条第1項の規定により当該

市町村が定める市町村子ども・子育て支援事業計画において定める当該教育・保育提供区域

の特定地域型保育事業所に係る必要利用定員総数(同法第19条第3号に掲げる小学校就学前

子どもの区分に係るものに限る。)に既に達しているか、又は当該申請に係る家庭的保育事

業等の開始によつてこれを超えることになると認めるとき、その他の当該市町村子ども・子

育て支援事業計画の達成に支障を生ずるおそれがある場合として内閣府令で定める場合に

該当すると認めるときは、第2項の認可をしないことができる。 

6　市町村長は、家庭的保育事業等に関する第2項の申請に係る認可をしないときは、速やかに

その旨及び理由を通知しなければならない。 

7　国、都道府県及び市町村以外の者は、家庭的保育事業等を廃止し、又は休止しようとする

ときは、内閣府令の定めるところにより、市町村長の承認を受けなければならない。 

 標 準 処 理 期

間
60日

 備

考

  

 設 定 年 月 日 令和 4 年 4 月 1 日 最終変更年月日 令和 6 年 4 月 1 日
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ID:　1725　  
担当部署:　健康福祉部 こども支援課　 

 

処分の概要 家庭的保育事業等の廃止又は休止の承認

 法 令 名 

根 拠 条 項
児童福祉法　第34条の15第7項

 
法 令 番 号 昭和22年法律第164号

 【基準】 

　法第34条の15の規定による。 

第34条の15　市町村は、家庭的保育事業等を行うことができる。 

2　国、都道府県及び市町村以外の者は、内閣府令の定めるところにより、市町村長の認可を

得て、家庭的保育事業等を行うことができる。 

3　市町村長は、家庭的保育事業等に関する前項の認可の申請があつたときは、次条第1項の条

例で定める基準に適合するかどうかを審査するほか、次に掲げる基準(当該認可の申請をし

た者が社会福祉法人又は学校法人である場合にあつては、第4号に掲げる基準に限る。)によ

つて、その申請を審査しなければならない。 

(1)　当該家庭的保育事業等を行うために必要な経済的基礎があること。 

(2)　当該家庭的保育事業等を行う者(その者が法人である場合にあつては、経営担当役員

(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。第35条第5項第2号

において同じ。)とする。)が社会的信望を有すること。 

(3)　実務を担当する幹部職員が社会福祉事業に関する知識又は経験を有すること。 

(4)　次のいずれにも該当しないこと。 

イ　申請者が、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがな

くなるまでの者であるとき。 

ロ　申請者が、この法律その他国民の福祉に関する法律で政令で定めるものの規定によ

り罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者

であるとき。 

ハ　申請者が、労働に関する法律の規定であつて政令で定めるものにより罰金の刑に処

せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。 

ニ　申請者が、第58条第2項の規定により認可を取り消され、その取消しの日から起算し

て5年を経過しない者(当該認可を取り消された者が法人である場合においては、当該

取消しの処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があつた日前60日以内に当該

法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談

役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する

社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認めら

れる者を含む。ホにおいて同じ。)又はその事業を管理する者その他の政令で定める使

用人(以下この号及び第35条第5項第4号において「役員等」という。)であつた者で当該

取消しの日から起算して5年を経過しないものを含み、当該認可を取り消された者が法

人でない場合においては、当該通知があつた日前60日以内に当該事業を行う者の管理

者であつた者で当該取消しの日から起算して5年を経過しないものを含む。)であると

き。ただし、当該認可の取消しが、家庭的保育事業等の認可の取消しのうち当該認可の

取消しの処分の理由となつた事実及び当該事実の発生を防止するための当該家庭的保

育事業等を行う者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実

に関して当該家庭的保育事業等を行う者が有していた責任の程度を考慮して、ニ本文
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 に規定する認可の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるもの

として内閣府令で定めるものに該当する場合を除く。 

ホ　申請者と密接な関係を有する者(申請者(法人に限る。以下ホにおいて同じ。)の役員

に占めるその役員の割合が2分の1を超え、若しくは当該申請者の株式の所有その他の

事由を通じて当該申請者の事業を実質的に支配し、若しくはその事業に重要な影響を

与える関係にある者として内閣府令で定めるもの(以下ホにおいて「申請者の親会社

等」という。)、申請者の親会社等の役員と同一の者がその役員に占める割合が2分の1

を超え、若しくは申請者の親会社等が株式の所有その他の事由を通じてその事業を実

質的に支配し、若しくはその事業に重要な影響を与える関係にある者として内閣府令

で定めるもの又は当該申請者の役員と同一の者がその役員に占める割合が2分の1を超

え、若しくは当該申請者が株式の所有その他の事由を通じてその事業を実質的に支配

し、若しくはその事業に重要な影響を与える関係にある者として内閣府令で定めるも

ののうち、当該申請者と内閣府令で定める密接な関係を有する法人をいう。第35条第5

項第4号ホにおいて同じ。)が、第58条第2項の規定により認可を取り消され、その取消

しの日から起算して5年を経過していないとき。ただし、当該認可の取消しが、家庭的

保育事業等の認可の取消しのうち当該認可の取消しの処分の理由となつた事実及び当

該事実の発生を防止するための当該家庭的保育事業等を行う者による業務管理体制の

整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該家庭的保育事業等を行う者

が有していた責任の程度を考慮して、ホ本文に規定する認可の取消しに該当しないこ

ととすることが相当であると認められるものとして内閣府令で定めるものに該当する

場合を除く。 

ヘ　申請者が、第58条第2項の規定による認可の取消しの処分に係る行政手続法第15条の

規定による通知があつた日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日

までの間に第7項の規定による事業の廃止をした者(当該廃止について相当の理由があ

る者を除く。)で、当該事業の廃止の承認の日から起算して5年を経過しないものである

とき。 

ト　申請者が、第34条の17第1項の規定による検査が行われた日から聴聞決定予定日(当

該検査の結果に基づき第58条第2項の規定による認可の取消しの処分に係る聴聞を行

うか否かの決定をすることが見込まれる日として内閣府令で定めるところにより市町

村長が当該申請者に当該検査が行われた日から10日以内に特定の日を通知した場合に

おける当該特定の日をいう。)までの間に第7項の規定による事業の廃止をした者(当該

廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該事業の廃止の承認の日から起算し

て5年を経過しないものであるとき。 

チ　ヘに規定する期間内に第7項の規定による事業の廃止の承認の申請があつた場合に

おいて、申請者が、ヘの通知の日前60日以内に当該申請に係る法人(当該事業の廃止に

ついて相当の理由がある法人を除く。)の役員等又は当該申請に係る法人でない事業を

行う者(当該事業の廃止について相当の理由があるものを除く。)の管理者であつた者

で、当該事業の廃止の承認の日から起算して5年を経過しないものであるとき。 

リ　申請者が、認可の申請前5年以内に保育に関し不正又は著しく不当な行為をした者で

あるとき。 

ヌ　申請者が、法人で、その役員等のうちにイからニまで又はヘからリまでのいずれかに

該当する者のあるものであるとき。 

ル　申請者が、法人でない者で、その管理者がイからニまで又はヘからリまでのいずれか

に該当する者であるとき。 

4　市町村長は、第2項の認可をしようとするときは、あらかじめ、市町村児童福祉審議会を設

置している場合にあつてはその意見を、その他の場合にあつては児童の保護者その他児童
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 福祉に係る当事者の意見を聴かなければならない。 

5　市町村長は、第3項に基づく審査の結果、その申請が次条第1項の条例で定める基準に適合

しており、かつ、その事業を行う者が第3項各号に掲げる基準(その者が社会福祉法人又は学

校法人である場合にあつては、同項第4号に掲げる基準に限る。)に該当すると認めるとき

は、第2項の認可をするものとする。ただし、市町村長は、当該申請に係る家庭的保育事業

等の所在地を含む教育・保育提供区域(子ども・子育て支援法第61条第2項第1号の規定によ

り当該市町村が定める教育・保育提供区域とする。以下この項において同じ。)における特

定地域型保育事業所(同法第29条第3項第1号に規定する特定地域型保育事業所をいい、事業

所内保育事業における同法第43条第1項に規定する労働者等の監護する小学校就学前子ど

もに係る部分を除く。以下この項において同じ。)の利用定員の総数(同法第19条第3号に掲

げる小学校就学前子どもの区分に係るものに限る。)が、同法第61条第1項の規定により当該

市町村が定める市町村子ども・子育て支援事業計画において定める当該教育・保育提供区域

の特定地域型保育事業所に係る必要利用定員総数(同法第19条第3号に掲げる小学校就学前

子どもの区分に係るものに限る。)に既に達しているか、又は当該申請に係る家庭的保育事

業等の開始によつてこれを超えることになると認めるとき、その他の当該市町村子ども・子

育て支援事業計画の達成に支障を生ずるおそれがある場合として内閣府令で定める場合に

該当すると認めるときは、第2項の認可をしないことができる。 

6　市町村長は、家庭的保育事業等に関する第2項の申請に係る認可をしないときは、速やかに

その旨及び理由を通知しなければならない。 

7　国、都道府県及び市町村以外の者は、家庭的保育事業等を廃止し、又は休止しようとする

ときは、内閣府令の定めるところにより、市町村長の承認を受けなければならない。 

 
標準処理期間 30日

 備考

  

 設 定 年 月 日 令和 4 年 4 月 1 日 最終変更年月日 令和 6 年 4 月 1 日



十和田市 法適用申請に対する処分個票 

1 

ID: 1729   
担当部署: 健康福祉部 こども支援課  

処分の概要 公私連携保育法人の指定 

法 令 名 

根 拠 条 項 
児童福祉法 第56条の8第1項 

法 令 番 号 昭和22年法律第164号 

【基準】 

 法第56条の8第1項の規定による。 

第56条の8 市町村長は、当該市町村における保育の実施に対する需要の状況等に照らし適当

であると認めるときは、公私連携型保育所(次項に規定する協定に基づき、当該市町村から

必要な設備の貸付け、譲渡その他の協力を得て、当該市町村との連携の下に保育及び子育て

支援事業(以下この条において「保育等」という。)を行う保育所をいう。以下この条におい

て同じ。)の運営を継続的かつ安定的に行うことができる能力を有するものであると認めら

れるもの(法人に限る。)を、その申請により、公私連携型保育所の設置及び運営を目的とす

る法人(以下この条において「公私連携保育法人」という。)として指定することができる。 

 

標準処理期間 30日 

備考  

 

 

設 定 年 月 日 令和 4 年 4 月 1 日 最終変更年月日  年  月  日 

 



十和田市　法適用申請に対する処分個票

1

ID:　1733　  
担当部署:　健康福祉部 こども支援課　 

 

処分の概要 教育・保育給付認定

 法 令 名 

根 拠 条 項
子ども・子育て支援法　第20条第1項及び第3項

 
法 令 番 号 平成24年法律第65号

 【基準】 

　法第20条の規定による。 

　(市町村の認定等) 

第20条　前条各号に掲げる小学校就学前子どもの保護者は、子どものための教育・保育給付を

受けようとするときは、内閣府令で定めるところにより、市町村に対し、その小学校就学前

子どもごとに、子どものための教育・保育給付を受ける資格を有すること及びその該当する

同条各号に掲げる小学校就学前子どもの区分についての認定を申請し、その認定を受けな

ければならない。 

2　前項の認定は、小学校就学前子どもの保護者の居住地の市町村が行うものとする。ただし、

小学校就学前子どもの保護者が居住地を有しないとき、又は明らかでないときは、その小学

校就学前子どもの保護者の現在地の市町村が行うものとする。 

3　市町村は、第1項の規定による申請があった場合において、当該申請に係る小学校就学前子

どもが前条第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもに該当すると認めるときは、政令

で定めるところにより、当該小学校就学前子どもに係る保育必要量(月を単位として内閣府

令で定める期間において施設型給付費、特例施設型給付費、地域型保育給付費又は特例地域

型保育給付費を支給する保育の量をいう。以下同じ。)の認定を行うものとする。 

4　市町村は、第1項及び前項の認定(以下「教育・保育給付認定」という。)を行ったときは、

その結果を当該教育・保育給付認定に係る保護者(以下「教育・保育給付認定保護者」とい

う。)に通知しなければならない。この場合において、市町村は、内閣府令で定めるところ

により、当該教育・保育給付認定に係る小学校就学前子ども(以下「教育・保育給付認定子

ども」という。)の該当する前条各号に掲げる小学校就学前子どもの区分、保育必要量その

他の内閣府令で定める事項を記載した認定証(以下「支給認定証」という。)を交付するもの

とする。 

5　市町村は、第1項の規定による申請について、当該保護者が子どものための教育・保育給付

を受ける資格を有すると認められないときは、理由を付して、その旨を当該申請に係る保護

者に通知するものとする。 

6　第1項の規定による申請に対する処分は、当該申請のあった日から30日以内にしなければ

ならない。ただし、当該申請に係る保護者の労働又は疾病の状況の調査に日時を要すること

その他の特別な理由がある場合には、当該申請のあった日から30日以内に、当該保護者に対

し、当該申請に対する処分をするためになお要する期間(次項において「処理見込期間」と

いう。)及びその理由を通知し、これを延期することができる。 

7　第1項の規定による申請をした日から30日以内に当該申請に対する処分がされないとき、

若しくは前項ただし書の規定による通知がないとき、又は処理見込期間が経過した日まで

に当該申請に対する処分がされないときは、当該申請に係る保護者は、市町村が当該申請を

却下したものとみなすことができる。 

 
標 準 処 理 期 申請のあった日から30日以内(第20条第6項)



十和田市　法適用申請に対する処分個票

2

 間

 備

考

  

 設 定 年 月 日 令和 4 年 4 月 1 日 最終変更年月日 令和 6 年 4 月 1 日



十和田市 法適用申請に対する処分個票 

1 

ID: 1734   
担当部署: 健康福祉部 こども支援課  

処分の概要 教育・保育給付認定の変更 

法 令 名 

根 拠 条 項 
子ども・子育て支援法 第23条第1項 

法 令 番 号 平成24年法律第65号 

【基準】 

 法第23条の規定による。 

 (教育・保育給付認定の変更) 

第23条 教育・保育給付認定保護者は、現に受けている教育・保育給付認定に係る当該教育・

保育給付認定子どもの該当する第19条第1項各号に掲げる小学校就学前子どもの区分、保育

必要量その他の内閣府令で定める事項を変更する必要があるときは、内閣府令で定めると

ころにより、市町村に対し、教育・保育給付認定の変更の認定を申請することができる。 

2 市町村は、前項の規定による申請により、教育・保育給付認定保護者につき、必要がある

と認めるときは、教育・保育給付認定の変更の認定を行うことができる。この場合において、

市町村は、当該変更の認定に係る教育・保育給付認定保護者に対し、支給認定証の提出を求

めるものとする。 

3 第20条第2項、第3項、第4項前段及び第5項から第7項までの規定は、前項の教育・保育給付

認定の変更の認定について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定

める。 

4 市町村は、職権により、教育・保育給付認定保護者につき、第19条第1項第3号に掲げる小

学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども(以下「満3歳未満保育認定子ども」

という。)が満3歳に達したときその他必要があると認めるときは、内閣府令で定めるところ

により、教育・保育給付認定の変更の認定を行うことができる。この場合において、市町村

は、内閣府令で定めるところにより、当該変更の認定に係る教育・保育給付認定保護者に対

し、支給認定証の提出を求めるものとする。 

5 第20条第2項、第3項及び第4項前段の規定は、前項の教育・保育給付認定の変更の認定につ

いて準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 

6 市町村は、第2項又は第4項の教育・保育給付認定の変更の認定を行った場合には、内閣府

令で定めるところにより、支給認定証に当該変更の認定に係る事項を記載し、これを返還す

るものとする。 

 

標準処理期間 申請のあった日から30日以内(第20条第6項) 

備考  

 

 

設 定 年 月 日 令和 4 年 4 月 1 日 最終変更年月日  年  月  日 

 



十和田市 法適用申請に対する処分個票 

1 

ID: 1740   
担当部署: 健康福祉部 こども支援課  

処分の概要 特定教育・保育施設の確認 

法 令 名 

根 拠 条 項 
子ども・子育て支援法 第31条第1項 

法 令 番 号 平成24年法律第65号 

【基準】 

 法第31条の規定による。 

 (特定教育・保育施設の確認) 

第31条 第27条第1項の確認は、内閣府令で定めるところにより、教育・保育施設の設置者(国

(国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第1項に規定する国立大学法人を含む。第58

条の9第2項、第3項及び第6項、第65条第4号及び第5号並びに附則第7条において同じ。)及び

公立大学法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第68条第1項に規定する公立大

学法人をいう。第58条の4第1項第1号、第58条の9第2項並びに第65条第3号及び第4号におい

て同じ。)を除き、法人に限る。以下同じ。)の申請により、次の各号に掲げる教育・保育施

設の区分に応じ、当該各号に定める小学校就学前子どもの区分ごとの利用定員を定めて、市

町村長が行う。 

(1) 認定こども園 第19条第1項各号に掲げる小学校就学前子どもの区分 

(2) 幼稚園 第19条第1項第1号に掲げる小学校就学前子どもの区分 

(3) 保育所 第19条第1項第2号に掲げる小学校就学前子どもの区分及び同項第3号に掲げ

る小学校就学前子どもの区分 

2 市町村長は、前項の規定により特定教育・保育施設の利用定員を定めようとするときは、

あらかじめ、第77条第1項の審議会その他の合議制の機関を設置している場合にあってはそ

の意見を、その他の場合にあっては子どもの保護者その他子ども・子育て支援に係る当事者

の意見を聴かなければならない。 

3 市町村長は、第1項の規定により特定教育・保育施設の利用定員を定めたときは、内閣府令

で定めるところにより、都道府県知事に届け出なければならない。 

 

標準処理期間 60日 

備考  

 

 

設 定 年 月 日 令和 4 年 4 月 1 日 最終変更年月日  年  月  日 

 



十和田市 法適用申請に対する処分個票 

1 

ID: 1741   
担当部署: 健康福祉部 こども支援課  

処分の概要 特定教育・保育施設の確認の変更 

法 令 名 

根 拠 条 項 
子ども・子育て支援法 第32条第1項 

法 令 番 号 平成24年法律第65号 

【基準】 

 法第32条第1項の規定による。 

 (特定教育・保育施設の確認の変更) 

第32条 特定教育・保育施設の設置者は、利用定員(第27条第1項の確認において定められた利

用定員をいう。第34条第3項第1号を除き、以下この款において同じ。)を増加しようとする

ときは、あらかじめ、内閣府令で定めるところにより、当該特定教育・保育施設に係る第27

条第1項の確認の変更を申請することができる。 

2 前条第3項の規定は、前項の確認の変更の申請があった場合について準用する。この場合に

おいて、必要な技術的読替えは、政令で定める。 

3 市町村長は、前項の規定により前条第3項の規定を準用する場合のほか、利用定員を変更し

たときは、内閣府令で定めるところにより、都道府県知事に届け出なければならない。 

 

標準処理期間 30日 

備考  

 

 

設 定 年 月 日 令和 4 年 4 月 1 日 最終変更年月日  年  月  日 

 



十和田市　法適用申請に対する処分個票

1

ID:　1744　  
担当部署:　健康福祉部 こども支援課　 

 

処分の概要 特定地域型保育事業者の確認

 法 令 名 

根 拠 条 項
子ども・子育て支援法　第43条第1項

 
法 令 番 号 平成24年法律第65号

 【基準】 

　法第43条の規定による。 

(特定地域型保育事業者の確認) 

第43条　第29条第1項の確認は、内閣府令で定めるところにより、地域型保育事業を行う者の

申請により、地域型保育の種類及び当該地域型保育の種類に係る地域型保育事業を行う事

業所(以下「地域型保育事業所」という。)ごとに、第19条第3号に掲げる小学校就学前子ど

もに係る利用定員(事業所内保育の事業を行う事業所(以下「事業所内保育事業所」という。)

にあっては、その雇用する労働者の監護する小学校就学前子どもを保育するため当該事業

所内保育の事業を自ら施設を設置し、又は委託して行う事業主に係る当該小学校就学前子

ども(当該事業所内保育の事業が、事業主団体に係るものにあっては事業主団体の構成員で

ある事業主の雇用する労働者の監護する小学校就学前子どもとし、共済組合等(児童福祉法

第6条の3第12項第1号ハに規定する共済組合等をいう。)に係るものにあっては共済組合等

の構成員(同号ハに規定する共済組合等の構成員をいう。)の監護する小学校就学前子ども

とする。以下「労働者等の監護する小学校就学前子ども」という。)及びその他の小学校就

学前子どもごとに定める第19条第3号に掲げる小学校就学前子どもに係る利用定員とす

る。)を定めて、市町村長が行う。 

2　市町村長は、前項の規定により特定地域型保育事業(特定地域型保育を行う事業をいう。以

下同じ。)の利用定員を定めようとするときは、第72条第1項の審議会その他の合議制の機関

を設置している場合にあってはその意見を、その他の場合にあっては子どもの保護者その

他子ども・子育て支援に係る当事者の意見を聴かなければならない。 

 
標準処理期間 60日

 備考

  

 設 定 年 月 日 令和 4 年 4 月 1 日 最終変更年月日 令和 6 年 4 月 1 日



十和田市　法適用申請に対する処分個票

1

ID:　1745　  
担当部署:　健康福祉部 こども支援課　 

 

処分の概要 特定地域型保育事業者の確認の変更

 法 令 名 

根 拠 条 項
子ども・子育て支援法　第44条

 
法 令 番 号 平成24年法律第65号

 【基準】 

　法第44条の規定による。 

(特定地域型保育事業者の確認の変更) 

第44条　特定地域型保育事業者は、利用定員(第29条第1項の確認において定められた利用定

員をいう。第46条第3項第1号を除き、以下この款において同じ。)を増加しようとするとき

は、内閣府令で定めるところにより、当該特定地域型保育事業者に係る第29条第1項の確認

の変更を申請することができる。 

 
標準処理期間 30日

 備考

  

 設 定 年 月 日 令和 4 年 4 月 1 日 最終変更年月日 令和 6 年 4 月 1 日



十和田市 法適用申請に対する処分個票 

1 

ID: 1750   
担当部署: 健康福祉部 こども支援課  

処分の概要 支給認定証の再交付 

法 令 名 

根 拠 条 項 
子ども・子育て支援法施行規則 第16条第1項 

法 令 番 号 平成26年内閣府令第44号 

【基準】 

 府令第16条の規定による。 

(支給認定証の再交付) 

第16条 市町村は、支給認定証を破り、汚し、又は失った教育・保育給付認定保護者から、教

育・保育給付認定の有効期間内において、支給認定証の再交付の申請があったときは、支給

認定証を交付するものとする。 

2 前項の申請をしようとする教育・保育給付認定保護者は、次の各号に掲げる事項を記載し

た申請書を、市町村に提出しなければならない。 

(1) 当該申請を行う教育・保育給付認定保護者の氏名、居住地、生年月日、個人番号及び

連絡先(保護者が法人であるときは、法人の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在

地並びに当該申請に係る小学校就学前子どもの居住地) 

(2) 当該申請に係る小学校就学前子どもの氏名、生年月日、個人番号及び教育・保育給付

認定保護者との続柄 

(3) 申請の理由 

3 支給認定証を破り、又は汚した場合の前項の申請には、同項の申請書に、その支給認定証

を添付しなければならない。 

4 支給認定証の再交付を受けた後、失った支給認定証を発見したときは、速やかにこれを市

町村に返還しなければならない。 

 

標準処理期間 5日 

備考  

 

 

設 定 年 月 日 令和 4 年 4 月 1 日 最終変更年月日  年  月  日 
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ID: 1852   
担当部署: 健康福祉部 こども支援課  

処分の概要 施設等利用給付認定 

法 令 名 

根 拠 条 項 
子ども・子育て支援法 第30条の5第1項 

法 令 番 号 平成24年法律第65号 

【基準】 

 法第30条の4及び第30条の5の規定による。 

 (支給要件) 

第30条の4 子育てのための施設等利用給付は、次に掲げる小学校就学前子ども(保育認定子

どもに係る教育・保育給付認定保護者が、現に施設型給付費、特例施設型給付費(第28条第

1項第3号に係るものを除く。次条第7項において同じ。)、地域型保育給付費若しくは特例地

域型保育給付費の支給を受けている場合における当該保育認定子ども又は第7条第10項第4

号ハの政令で定める施設を利用している小学校就学前子どもを除く。以下この節及び第58

条の3において同じ。)の保護者に対し、その小学校就学前子どもの第30条の11第1項に規定

する特定子ども・子育て支援の利用について行う。 

(1) 満3歳以上の小学校就学前子ども(次号及び第3号に掲げる小学校就学前子どもに該当

するものを除く。) 

(2) 満3歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した小学校就学前子どもであって、第19

条第1項第2号の内閣府令で定める事由により家庭において必要な保育を受けることが困

難であるもの 

(3) 満3歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある小学校就学前子どもであって、

第19条第1項第2号の内閣府令で定める事由により家庭において必要な保育を受けること

が困難であるもののうち、その保護者及び当該保護者と同一の世帯に属する者が第30条

の11第1項に規定する特定子ども・子育て支援のあった月の属する年度(政令で定める場

合にあっては、前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同

法の規定による特別区民税を含み、同法第328条の規定によって課する所得割を除く。以

下この号において同じ。)を課されない者(これに準ずる者として政令で定める者を含む

ものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。

次条第7項第2号において「市町村民税世帯非課税者」という。)であるもの 

(市町村の認定等) 

第30条の5 前条各号に掲げる小学校就学前子どもの保護者は、子育てのための施設等利用給

付を受けようとするときは、内閣府令で定めるところにより、市町村に対し、その小学校就

学前子どもごとに、子育てのための施設等利用給付を受ける資格を有すること及びその該

当する同条各号に掲げる小学校就学前子どもの区分についての認定を申請し、その認定を

受けなければならない。 

2 前項の認定(以下「施設等利用給付認定」という。)は、小学校就学前子どもの保護者の居

住地の市町村が行うものとする。ただし、小学校就学前子どもの保護者が居住地を有しない

とき、又は明らかでないときは、その小学校就学前子どもの保護者の現在地の市町村が行う

ものとする。 

3 市町村は、施設等利用給付認定を行ったときは、内閣府令で定めるところにより、その結

果その他の内閣府令で定める事項を当該施設等利用給付認定に係る保護者(以下「施設等利

用給付認定保護者」という。)に通知するものとする。 
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4 市町村は、第1項の規定による申請について、当該保護者が子育てのための施設等利用給付

を受ける資格を有すると認められないときは、理由を付して、その旨を当該申請に係る保護

者に通知するものとする。 

5 第1項の規定による申請に対する処分は、当該申請のあった日から30日以内にしなければ

ならない。ただし、当該申請に係る保護者の労働又は疾病の状況の調査に日時を要すること

その他の特別な理由がある場合には、当該申請のあった日から30日以内に、当該保護者に対

し、当該申請に対する処分をするためになお要する期間(次項において「処理見込期間」と

いう。)及びその理由を通知し、これを延期することができる。 

6 第1項の規定による申請をした日から30日以内に当該申請に対する処分がされないとき、

若しくは前項ただし書の規定による通知がないとき、又は処理見込期間が経過した日まで

に当該申請に対する処分がされないときは、当該申請に係る保護者は、市町村が当該申請を

却下したものとみなすことができる。 

7 次の各号に掲げる教育・保育給付認定保護者であって、その保育認定子どもについて現に

施設型給付費、特例施設型給付費、地域型保育給付費又は特例地域型保育給付費の支給を受

けていないものは、第1項の規定にかかわらず、施設等利用給付認定の申請をすることを要

しない。この場合において、当該教育・保育給付認定保護者は、子育てのための施設等利用

給付を受ける資格を有すること及び当該保育認定子どもが当該各号に定める小学校就学前

子どもの区分に該当することについての施設等利用給付認定を受けたものとみなす。 

(1) 第19条第1項第2号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども

(満3歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるものを除く。)に係る教育・保育給

付認定保護者 前条第2号に掲げる小学校就学前子ども 

(2) 第19条第1項第2号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども

(満3歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるものに限る。)又は満3歳未満保育

認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者(その者及びその者と同一の世帯に属する者

が市町村民税世帯非課税者である場合に限る。) 前条第3号に掲げる小学校就学前子ど

も 

 

標準処理期間 申請のあった日から30日以内(第30条の5第5項) 

備考  

 

 

設 定 年 月 日 令和 4 年 4 月 1 日 最終変更年月日  年  月  日 
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ID: 1853   
担当部署: 健康福祉部 こども支援課  

処分の概要 施設等利用給付認定の変更 

法 令 名 

根 拠 条 項 
子ども・子育て支援法 第30条の8第1項 

法 令 番 号 平成24年法律第65号 

【基準】 

 法第30条の8の規定による。 

 (施設等利用給付認定の変更) 

第30条の8 施設等利用給付認定保護者は、現に受けている施設等利用給付認定に係る小学校

就学前子ども(以下「施設等利用給付認定子ども」という。)の該当する第30条の4各号に掲

げる小学校就学前子どもの区分その他の内閣府令で定める事項を変更する必要があるとき

は、内閣府令で定めるところにより、市町村に対し、施設等利用給付認定の変更の認定を申

請することができる。 

2 市町村は、前項の規定による申請により、施設等利用給付認定保護者につき、必要がある

と認めるときは、施設等利用給付認定の変更の認定を行うことができる。 

3 第30条の5第2項から第6項までの規定は、前項の施設等利用給付認定の変更の認定につい

て準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 

4 市町村は、職権により、施設等利用給付認定保護者につき、第30条の4第3号に掲げる小学

校就学前子どもに該当する施設等利用給付認定子どもが満3歳に達する日以後の最初の3月

31日を経過した日以後引き続き同一の特定子ども・子育て支援施設等(第30条の11第1項に

規定する特定子ども・子育て支援施設等をいう。)を利用するときその他必要があると認め

るときは、内閣府令で定めるところにより、施設等利用給付認定の変更の認定を行うことが

できる。 

5 第30条の5第2項及び第3項の規定は、前項の施設等利用給付認定の変更の認定について準

用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 

 

標準処理期間 申請のあった日から30日以内(第30条の5第5項) 

備考  

 

 

設 定 年 月 日 令和 4 年 4 月 1 日 最終変更年月日  年  月  日 
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ID: 1855   
担当部署: 健康福祉部 こども支援課  

処分の概要 特定子ども・子育て支援施設等の確認 

法 令 名 

根 拠 条 項 
子ども・子育て支援法 第58条の2 

法 令 番 号 平成24年法律第65号 

【基準】 

 法第58条の2の規定による。 

 (特定子ども・子育て支援施設等の確認) 

第58条の2 第30条の11第1項の確認は、内閣府令で定めるところにより、子ども・子育て支援

施設等である施設の設置者又は事業を行う者の申請により、市町村長が行う。 

 

標準処理期間 30日 

備考  

 

 

設 定 年 月 日 令和 4 年 4 月 1 日 最終変更年月日  年  月  日 

 


